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新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」について重要

　新型コロナウイルス感染症との付き合いはこれから長い期間におよびます。感染を防止しながら、
同時に経済活動や日常生活も維持していかなければなりません。そのためには、身近に新型コロナ
ウイルスの存在を想定し、感染防止対策をとりながら、日常生活を送ることが必要となります。
　感染防止策を取り入れた生活として「新しい生活様式の実践例」が国から示されていますので、
皆さんの生活の中にも取り入れていただき、感染防止をお願いします。

１　一人ひとりの基本的感染対策
感染防止の3つの基本「(1) 身体的距離の確保、(2) マスクの着用、(3) 手洗い」
　・人との間隔はできるだけ 2 メートル（最低 1 メートル）空ける
　・遊びに行くなら屋内より屋外を選ぶ　・会話をする際は可能な限り真正面を避ける
　・外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用
　・家に帰ったらまず手や顔を洗う　できるだけすぐに着替える　シャワーを浴びる
　・手洗いは 30 秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）
移動に関する感染対策
　・感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える
　・帰省や旅行は控えめに　出張はやむを得ない場合に
　・発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする
　・地域の感染状況に注意する

２　日常生活を営む上での基本的生活様式
　・まめに手洗い、手指消毒　・咳エチケットの徹底　・こまめに換気
　・身体的距離の確保　・「３密」の回避（密集、密接、密閉）
　・毎朝体温測定、健康チェック。発熱または風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養

３　日常生活の各場面別の生活様式

４　働き方の新しいスタイル
・テレワークやローテーション勤務　・時差通勤でゆったりと　
・オフィスは広々と　・会議はオンライン　・名刺交換はオンライン　
・対面での打ち合わせは換気とマスク

買い物
・通販も利用
・1 人または少人数ですいた時間に
・電子決済の利用・計画をたてて素早く済ます
・サンプルなど展示品への接触は控えめに
・レジに並ぶときは、前後にスペース

娯楽、スポーツ等
・公園はすいた時間、場所を選ぶ
・筋トレやヨガは自宅で動画を活用
・ジョギングは少人数で
・すれ違うときは距離をとるマナー
・予約制を利用してゆったりと
・狭い部屋での長居は無用
・歌や応援は、十分な距離かオンライン

公共交通機関の利用
・会話は控えめに
・混んでいる時間帯は避けて
・徒歩や自転車利用も併用する

冠婚葬祭などの親族行事
・多人数での会食は避けて
・発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

食事
・持ち帰りや出前、デリバリーも
・屋外空間で気持ちよく
・大皿は避けて、料理は個々に
・対面ではなく横並びで座ろう
・料理に集中、おしゃべりは控えめに
・お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて
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北茨城市役所　☎43-1111

　申請忘れがないか、ご確認ください。また「申請書が届かない」、「申請書を
提出したが、まだ給付されていない」など、ご不明な点がありましたら、お問い
合わせください。

特別定額給付金（10万円）の申請はお済みですか？

【新型コロナウイルス】相談・受診の目安が改訂されました！

まず相談・受診の前に心がけていただきたいこと
　1. 学校や会社を休み、外出を控えてください。
　2. 毎日、体温を測定して記録してください。

◆息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱などの強い症状
　のいずれかがある場合

◆重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合　
　　（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（ＣＯＰＤ等）等の基礎疾患がある方
　           透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

◆上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

　注：妊婦の方は、念のため重症化しやすい方と同様に、早めにご相談ください。
　　   小児は、小児科医による診察が望ましく、帰国者・接触者相談センターやかかりつけ小児科医
　　   療機関に電話などでご相談ください。

該当

感染の可能性が高い

陽性 陰性

感染の可能性が低い

非該当

新型コロナウイルス感染症
帰国者・接触者相談センター（日立保健所）へ相談
　☎：0294-22-4188（平日  午前 9 時～午後 5 時）
　
茨城県庁専用電話（直通）
　☎：029-301-3200（24 時間土日祝日を含む）

●センターでは、症状（いつから、どのような症状がどのくらい）、
　流行地域への渡航歴や接触歴、行動歴を確認します。

検査（鼻咽頭ぬぐい液や痰を採って検査します）

保健所が受診先を調整
専門の帰国者・接触者外来を受診

一般の医療機関を受診
※受診前には必ず電話をしましょう

（※６月５日時点の情報です）
入院

問  北茨城市市役所　特別定額給付金担当　☎ 0293－44－6211（直通）または総務課へ
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防災行政無線の内容を電話で確認できます　☎43-3110

職
す
る
ま
で
の
42
年
の
長
き
に
わ
た
り
消

防
職
務
に
精
励
し
、
地
域
防
災
力
の
向
上

に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
間
、
予
防
課

長
、
総
務
課
長
、
消
防
長
を
歴
任
し
、
卓

越
さ
れ
た
知
識
と
豊
富
な
経
験
を
生
か

し
、
後
進
の
指
導
育
成
、
消
防
組
織
の
充

実
な
ど
に
力
を
注
が
れ
る
と
と
も
に
、
災

害
時
に
お
い
て
は
適
切
な
指
揮
に
当
た
り

被
害
の
軽
減
を
図
り
、
消
防
行
政
に
多
大

な
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
。

【
瑞
宝
双
光
章
】

猿
田　

秀
夫
さ
ん
（
華
川
町
）

　

猿
田
さ
ん
は
、

昭
和
42
年
に
茨

城
県
警
察
に
入

署
し
、
平
成
21

年
に
茨
城
県
警

部
と
し
て
退
職

す
る
ま
で
の
42
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
警

察
職
務
に
精
励
し
、
公
共
の
安
全
と
秩
序

の
維
持
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
間
、

主
に
地
域
警
察
官
と
し
て
勤
務
し
、
地
域

住
民
と
の
良
好
な
関
係
を
保
持
し
て
、
適

切
な
実
態
把
握
の
推
進
に
努
め
ら
れ
る
と

と
も
に
、
豊
富
な
経
験
と
知
識
を
生
か
し

て
、
後
進
の
指
導
育
成
に
情
熱
を
傾
け
、

地
域
警
察
の
円
滑
な
推
進
に
力
を
尽
く

し
、
県
内
の
治
安
維
持
に
多
大
な
貢
献
を

さ
れ
ま
し
た
。

【
旭
日
小
綬
章
】

志
賀　

秀
之
さ
ん
（
関
本
町
）

　

志
賀
さ
ん
は
、

平
成
５
年
に
市

議
会
議
員
に
当

選
し
た
後
、
平

成
22
年
ま
で
の

５
期
17
年
８
月

の
長
き
に
わ
た
り
在
職
し
、
地
方
自
治
の

振
興
と
住
民
福
祉
の
向
上
に
情
熱
を
注

ぎ
、
常
に
高
い
政
治
理
念
を
も
っ
て
、
本

市
の
産
業
お
よ
び
教
育
文
化
の
振
興
、
民

生
の
安
定
等
に
多
大
な
貢
献
を
し
た
ほ

か
、２
回
に
わ
た
り
市
議
会
議
長
を
務
め
、

市
議
会
の
円
滑
な
運
営
に
尽
力
さ
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
本
市
の
更
な
る
発
展
に
尽

く
し
た
い
と
の
熱
い
思
い
か
ら
、
平
成
22

年
に
茨
城
県
議
会
議
員
に
当
選
、
平
成
30

年
ま
で
の
２
期
８
年
に
わ
た
り
県
勢
の
発

展
に
著
し
い
功
績
を
残
す
と
と
も
に
、
地

方
自
治
の
育
成
と
県
民
福
祉
の
向
上
に
多

大
な
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
。

【
瑞
宝
小
綬
章
】

松
本　

勝
男
さ
ん
（
関
本
町
）

　

松
本
さ
ん
は
、

昭
和
43
年
に
日

立
市
消
防
本
部

に
入
署
し
、
平

成
22
年
に
消
防

正
監
と
し
て
退

【
瑞
宝
単
光
章
】

眞
船　

清
仁
さ
ん
（
中
郷
町
）

　

真
船
さ
ん
は
、

昭
和
41
年
に
茨

城
県
警
察
に
入

署
し
、
平
成
16

年
に
茨
城
県
警

部
補
と
し
て
退

職
す
る
ま
で
の
38
年
の
長
き
に
わ
た
り
警

察
職
務
に
精
励
し
、
公
共
の
安
全
と
秩
序

の
維
持
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
間
、

主
に
地
域
警
察
官
と
し
て
勤
務
し
、
住
民

の
中
に
溶
け
込
ん
で
こ
そ
、
よ
り
良
い
協

力
体
制
の
確
保
が
で
き
る
と
の
強
い
信
念

を
持
ち
、
地
域
行
事
へ
の
参
加
や
住
民
の

意
見
・
要
望
を
聞
く
広
聴
活
動
に
も
積
極

的
に
取
り
組
み
、
県
内
の
治
安
維
持
に
多

大
な
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
。

【
瑞
宝
単
光
章
】

綠
川　

一
司
さ
ん
（
関
南
町
）

　

綠
川
さ
ん
は
、

昭
和
48
年
に
北

茨
城
市
消
防

本
部
に
入
署

し
、
平
成
27
年

に
消
防
指
令
長

と
し
て
退
職
す
る
ま
で
の
42
年
の
長
き
に

わ
た
り
消
防
職
務
に
精
励
し
、
地
域
防
災

力
の
向
上
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

間
、
総
務
課
長
、
消
防
本
部
次
長
を
歴
任

し
、
豊
富
な
経
験
と
知
識
を
活
か
し
、
女

性
を
始
め
と
す
る
消
防
団
員
の
入
団
促
進

と
育
成
、
林
野
火
災
に
対
応
す
る
た
め
に

ジ
ェ
ッ
ト
シ
ュ
ー
タ
ー
を
整
備
す
る
な

ど
、
消
防
組
織
と
設
備
の
充
実
強
化
を
図

り
、
消
防
行
政
の
発
展
に
多
大
な
貢
献
を

さ
れ
ま
し
た
。

問
秘
書
課 

秘
書
係 

（
鈴
木
）
内
２
０
２

緊
急
情
報

メ
ー
ル

配
信
登
録

令
和
２
年

春
の
叙
勲

受
章
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北茨城市役所　☎43-1111

▽
申
請
場
所　

　

 

市
役
所
（
郵
送
で
も
受
付
可
能
）、
市

民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
年
金
事
務
所

▽
手
続
に
必
要
な
も
の

　

年
金
手
帳
ま
た
は
納
付
書
、
印
か
ん

▽
所
得
申
告

　

 

申
請
者
、
配
偶
者
ま
た
は
世
帯
主
の
い

ず
れ
か
１
人
で
も
未
申
告
の
方
が
い
る

と
審
査
で
き
ま
せ
ん
。
申
請
前
に
申
告

を
済
ま
せ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▽
失
業
し
た
方
は
特
例
の
審
査

　

 

申
請
者
、
配
偶
者
、
世
帯
主
が
平
成
30

年
12
月
31
日
以
降
に
失
業
（
退
職
）
し

た
場
合
、失
業
者
本
人
の
所
得
を
外
し
、

そ
れ
以
外
の
方
の
前
年
所
得
で
審
査
し

ま
す
。
審
査
に
あ
た
っ
て
は
、
離
職
票

ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
が
必

要
で
す
。

【
承
認
期
間
】

　

 

減
免
が
承
認
さ
れ
た
期
間
は
、
老
齢
基

礎
年
金
・
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎

年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間

と
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。
老
齢
基
礎
年

金
へ
の
受
給
額
反
映
は
、
免
除
・
納
付

猶
予
・
学
生
納
付
特
例
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
。

　

 

た
だ
し
、
一
部
免
除
の
方
は
減
額
さ
れ

た
保
険
料
を
納
付
し
な
い
と｢

未
納｣
扱

い
と
な
り
、
年
金
受
給
に
必
要
な
期
間

と
し
て
計
算
さ
れ
ず
、
か
つ
、
受
給
額

に
も
反
映
し
ま
せ
ん
。
承
認
さ
れ
た
期

間
の
保
険
料
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば

後
か
ら
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
３
年
目
以
降
に
追
納
す
る
と

き
は
、
経
過
期
間
に
応
じ
て
加
算
額
が

つ
き
ま
す
。
納
付
の
際
は
、
専
用
の
納

付
書
が
必
要
で
す
。

問 

保
険
年
金
課 

医
療
年
金
係

 

（
小
山
、
根
本
）
内
１
８
８
、１
８
６

　

日
立
年
金
事
務
所

　
　

 

☎
０
２
９
４

－

24

－

２
１
２
５

保
険
年
金
課
か
ら

▽
国
民
健
康
保
険

　

 

国
民
健
康
保
険
税
の
所
得
割
額
の
算
定

は
、
前
年
の
所
得
を
基
に
計
算
さ
れ
ま

す
の
で
、
申
告
が
な
い
と
正
し
い
算
定

が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
世
帯
の
所
得

が
低
い
と
き
、
所
得
に
応
じ
国
民
健
康

保
険
税
の
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
軽
減
措
置
を
受
け
る
場
合

や
、
高
額
療
養
費
の
限
度
額
認
定
証
の

交
付
を
受
け
る
に
は
、
世
帯
主
や
国
保

に
加
入
す
る
方
全
員
が
所
得
の
申
告
を

し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
必
ず

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問

保
険
年
金
課　

保
険
係

 

（
益
子
）
内
１
８
３

▽
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

　

 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
被
保
険
者
お

よ
び
世
帯
主
の
所
得
が
低
い
と
き
、
所

得
に
応
じ
て
保
険
料
の
軽
減
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
世
帯
全
員

が
住
民
税
非
課
税
の
場
合
は
、
限
度
額

認
定
証
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
場
合
、
被
保
険
者
と
同
一

世
帯
の
方
全
員
の
申
告
が
必
要
で
す
。

問 

保
険
年
金
課　

医
療
年
金
係

 

（
石
森
、
伊
藤
）
内
１
８
７

▽
国
民
年
金

　

 

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
や
納
付
猶
予

の
申
請
を
す
る
場
合
や
、
障
害
年
金
を

受
給
し
て
い
る
方
の
う
ち
一
部
の
方
は

申
告
が
必
要
で
す
。

問 

保
険
年
金
課　

医
療
年
金
係

 

（
根
本
、
小
山
）
内
１
８
６

▽
マ
ル
福

　

 

受
給
者
証
の
更
新
の
際
に
所
得
の
確
認

を
し
ま
す
の
で
、申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

保
険
年
金
課　

医
療
年
金
係

 

（
藤
枝
）
内
１
８
８

医
療
福
祉
費
受
給
者
証
の

　
　
　
　

更
新
に
つ
い
て

　

現
在
使
用
し
て
い
る
受
給
者
証
（
ひ
と

り
親
・
重
度
障
害
）
の
期
限
は
６
月
30
日

㈫
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

所
得
確
認
お
よ
び
受
給
資
格
の
確
認
が

で
き
る
方
に
つ
い
て
は
新
受
給
者
証
を
送

付
し
ま
す
。

　

な
お
、
そ
れ
以
外
の
方
に
は
更
新
の
案

内
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
窓
口
で
の
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

保
険
証
や
住
所
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場

合
は
、
左
記
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

申
問 

保
険
年
金
課 

医
療
年
金
係

 

（
藤
枝
）
内
１
８
８

　

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
は
、
国
民
年

金
に
加
入
し
て
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
収
入
が
少
な
く

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場

合
、
申
請
を
し
て
認
め
ら
れ
る
と
保
険
料

が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
料
未
納
の
状
態
が
続
く
と
、
老
齢

基
礎
年
金
（
厚
生
年
金
・
共
済
年
金
を
含

む
）
を
は
じ
め
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た

不
慮
の
事
態
が
発
生
し
た
際
に
支
給
さ
れ

る
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受

給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
保
険

年
金
課
の
窓
口
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
減
免
制
度
の
種
類
】

▽
申
請
免
除
制
度

　

 

申
請
者
、
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
の
前

年
（
令
和
元
年
）
中
の
所
得
が
基
準
額

以
下
の
場
合
に
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

 

所
得
に
よ
っ
て
「
全
額
免
除
」「
一
部

納
付
（
４
分
の
１
、半
額
、４
分
の
３
）」

に
分
か
れ
ま
す
。

▽
納
付
猶
予
制
度

　

 

申
請
者
の
年
齢
が
50
歳
未
満
で
、
本
人

と
配
偶
者
の
前
年
中
の
所
得
が
、
基
準

額
以
下
の
場
合
に
受
け
ら
れ
ま
す
。

▽
学
生
納
付
特
例
制
度

　

 

こ
の
制
度
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
下
記

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
申
請
に
つ
い
て
】

　

 

申
請
は
、
毎
年
必
要
で
す
。
令
和
２
年

度
分
免
除
（
令
和
２
年
７
月
か
ら
令
和

３
年
６
月
ま
で
）
の
申
請
は
７
月
１
日

㈬
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の

　
　

減
免
制
度
に
つ
い
て

各
種
手
続
に
は
申
告
が
必
要

で
す
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▽
支
給
の
対
象
と
な
る
方

　

北
茨
城
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
被
用
者
（
会
社
等
か
ら
給
与
を
受
け

て
い
る
方
）
の
う
ち
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た
方
、
ま
た
は
発

熱
等
の
症
状
が
あ
り
感
染
が
疑
わ
れ
、
そ

の
療
養
の
た
め
に
労
務
に
服
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
期
間
が
あ
る
方
。

　

た
だ
し
、
給
与
収
入
の
全
部
ま
た
は
一

部
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方
に
対
し
て

は
、
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

は
、
傷
病
手
当
金
が
支
給
さ
れ
な
い
か
支

給
額
が
調
整
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
支
給
の
対
象
と
な
る
日

　

令
和
２
年
１
月
１
日
以
降
、
労
務
に
服

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
日
か
ら
３

日
を
経
過
し
た
日
か
ら
、
労
務
に
服
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
期
間
の
う
ち
就
労
を
予

定
し
て
い
た
日
（
最
長
１
年
６
ヶ
月
）

▽
支
給
額

　
（
直
近
の
継
続
し
た
3
か
月
間
の
給
与

収
入
の
合
計
額
÷
就
労
日
数
）
×
２
／
３

×
支
給
対
象
と
な
る
日
数

▽
申
請
方
法

　

申
請
書
を
市
保
険
年
金
課
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
申
請
に
は
、
医
師
の
意
見
書

（
医
療
機
関
を
受
診
し
た
場
合
に
限
る
）

お
よ
び
事
業
主
の
証
明
書
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
申
請
の
際
は
、
必
ず
事
前
に
電
話

で
左
記
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問 

保
険
年
金
課　

保
険
係

 

（
黒
澤
）
内
１
８
１

難
病
患
者

　

福
祉
見
舞
金
支
給
制
度

　

市
で
は
、
指
定
難
病
特
定
医
療
費
受
給

者
証
を
受
給
し
て
い
る
方
に
見
舞
金
を
支

給
し
ま
す
。

▽
対
象
者

　

 

市
内
在
住
の
方
で
県
が
発
行
す
る
「
指

定
難
病
特
定
医
療
費
受
給
者
証
」
を
お

持
ち
の
方

▽
支
給
額

　

年
額
１
万
５
千
円
（
支
給
は
11
月
）

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

　

 

指
定
難
病
特
定
医
療
費
受
給
者
証
、
申

請
す
る
方
の
認
印
、
本
人
名
義
の
預
金

通
帳

▽
申
請
期
間

　

７
月
１
日
㈬
～
９
月
30
日
㈬

申
問

社
会
福
祉
課 

障
が
い
地
域
福
祉
係

 

（
鈴
木
）
内
１
３
８

市
民
プ
ー
ル
・

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル
の

休
館
に
つ
い
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

防
止
の
た
め
、
令
和
２
年
度
は
市
民
プ
ー

ル
、
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル
を
休

館
し
ま
す
。

　

ご
理
解
、
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

問

生
涯
学
習
課　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
係

 

内
４
２
０
～
４
２
２

緊
急
情
報

メ
ー
ル

配
信
登
録

国
民
健
康
保
険
　
生
活
習
慣
病
予
防
健
診

短
期
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
の

受
診
料
の
一
部
を

　
　
　
　
　

補
助
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
加
入
者
を

対
象
に
、
生
活
習
慣
病
予
防
健
診
（
短
期

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
）
の
受
診
料
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　

補
助
の
申
込
み
と
あ
わ
せ
て
受
診
日
の

予
約
も
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

▽
内
容　

左
表
の
と
お
り　

▽
申
込
資
格

　

 

令
和
２
年
4
月
1
日
時
点
で
35
歳
以
上

の
国
保
に
加
入
し
て
い
る
方
で
、か
つ
、

国
保
税
に
滞
納
が
な
い
世
帯
の
方

※�

75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
ま

た
は
国
保
以
外
の
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方
、
治
療
中
の
方
、
妊
娠
中
の

方
は
対
象
外

▽
申
込
方
法

　

 

各
受
付
期
間
に
保
険
証
と
印
鑑
を
持
参

し
左
記
窓
口
へ

【
短
期
人
間
ド
ッ
ク
】
6
月
８
日
㈪
～

【
脳
ド
ッ
ク
】
６
月
15
日
㈪
～

※ 

申
込
み
は
、
短
期
人
間
ド
ッ
ク
も
し
く

は
脳
ド
ッ
ク
の
ど
ち
ら
か
一
方
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
平
成
30
年
度
、
令
和
元

年
度
に
脳
ド
ッ
ク
を
受
診
さ
れ
た
方

は
、
今
年
度
の
脳
ド
ッ
ク
は
受
診
で
き

ま
せ
ん
。

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
今
後

の
状
況
に
よ
っ
て
中
止
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

申
問

保
険
年
金
課　

保
険
係　

 

（
益
子
）
☎
４
３

－

１
１
１
８
（
直
通
）

国
民
健
康
保
険
傷
病
手
当
金

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
連
）

の
支
給
に
つ
い
て

　
北
茨
城
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
感
染
し
た
、
ま
た
は
発
熱
等
感
染
の

疑
い
で
会
社
等
を
休
ん
だ
た
め
、
事
業
主

か
ら
十
分
な
報
酬
等
を
受
取
れ
な
い
な
ど

一
定
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
方
に
対
し
、

傷
病
手
当
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

種　別 短期人間ドック 脳ドック

日　程
7 月 3日㈮から開始
午前 8 時 20 分～午後 2 時
※毎週金曜のみ各日５人（予定）

7 月 1日㈬から開始
午後 3 時 20 分～午後 5 時
※月～金曜日（祝日を除く）
　毎日２人（予定）

募集数 120 人（先着順） 150 人 ( 先着順）

自己負担

13,000 円
※胃カメラ検査を希望する場合
　別途 3,000 円必要
※その他各種オプション検査
　（有料）あり

8,500 円

会　場 市民病院
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　廃棄物を「野焼き（野外焼却）」することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で一部の例外
( ※ ) を除いて禁止されています（なお、廃棄物以外であっても「茨城県生活環境の保全等に関する条例」
により、ゴム、硫黄、タールピッチ、皮革、合成樹脂・合成繊維、廃油の焼却は禁止されており、こ
れら以外の物でも、燃焼に伴ってばい煙や悪臭を発生するものについては、屋外での多量燃焼行為が
禁止されています）。
　「野焼き」は、周囲にお住まいの方々に「悪臭がする」「洗濯物が汚れる」などの被害をおよぼすこ
ともあるほか、ダイオキシン類の発生源となって、環境汚染の原因にもなります。
　さらに、火災につながる危険もありますので、「野焼き」は絶対にやめましょう。

「野焼き」は犯罪です !!
　廃棄物の処理基準に従わない焼却（簡易焼却炉・ドラム缶などでの焼却）、いわゆる「野焼き」
などの野外等での不法な廃棄物の焼却については直接罰を伴う規定があり、違反した場合は５年
以下の懲役または 1,000 万円以下の罰金に処せられることがあります。

（※） 廃棄物の野焼きの例外は、政令（廃棄物処理法施行規則）により、次のとおり定められて
います。

１ 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
　 （例：河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却など）
２  震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物

の焼却
　 （例：凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却など）
３ 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
　 （例：どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など）
４ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
　 （例：農業者が行う稲わらの焼却など）※農業用ビニールは、野焼きしてはいけません。
５ たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
　 （例：たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却など）

　上記の例外規定に該当する場合でも、生活環境保全上の支障が生じている（苦情がある）場
合などは、例外扱いできないこともありますので、ご注意願います。

ゴミの野焼きは禁止されています !!

問生活環境課　環境保全係（鈴木） 　内３７５

レ
ジ
袋
有
料
化
が

　
　
　

ス
タ
ー
ト
し
ま
す

　

７
月
１
日
よ
り
、
全
国
で
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
買
物
袋
、
い
わ
ゆ
る
レ
ジ
袋
の
有
料

化
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
普
段
何
気
な
く
も
ら
っ
て
い

る
レ
ジ
袋
を
有
料
化
す
る
こ
と
で
、
そ
れ

が
本
当
に
必
要
か
を
考
え
、
私
た
ち
の
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
見
直
す
き
っ
か
け
と
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
、
レ
ジ
袋
有
料
化
を
き
っ
か

け
に
自
身
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
見
つ
め

直
し
、
エ
コ
バ
ッ
グ
を
持
ち
歩
く
等
、
で

き
る
と
こ
ろ
か
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
賢
く

使
う
工
夫
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

問 

生
活
環
境
課　

環
境
政
策
係　

 

（
佐
藤
）
内
３
７
３

レジ袋有料化
2020年７月１日

スタート

レジ袋削減にご協力ください

環境問題
解決の
第一歩
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メ
ー
ル

配
信
登
録

緊
急
情
報

メ
ー
ル

配
信
登
録

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の「
通
知
カ
ー

ド
」廃
止
の
お
知
ら
せ

　

法
律
の
改
正
に
よ
り
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

お
知
ら
せ
す
る
紙
製
の
通
知
カ
ー
ド
は
、

令
和
２
年
５
月
25
日
で
廃
止
さ
れ
ま
し

た
。
通
知
カ
ー
ド
の
取
扱
い
が
変
わ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
廃
止
後
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※ 

通
知
カ
ー
ド
と
は
、
住
民
の
方
々
に
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
通
知
す
る
も
の
で
、
住

民
票
を
有
す
る
全
て
の
住
民
に
対
し
平

成
27
年
10
月
以
降
、
簡
易
書
留
に
よ
り

郵
送
さ
れ
て
い
ま
す
。

▽
廃
止
後
の
通
知
カ
ー
ド
の
取
扱
い

・ 

記
載
さ
れ
て
い
る
氏
名
・
住
所
等
が
住

民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
と
一
致

し
て
い
る
場
合
は
、
引
き
続
き
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
お
使

い
い
た
だ
け
ま
す
。

・ 

住
所
・
氏
名
等
記
載
事
項
変
更
の
手
続

き
は
で
き
ま
せ
ん
。

・ 

新
規
発
行
、
再
交
付
の
手
続
き
は
で
き

ま
せ
ん
。

・ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
、
交

付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
通

知
カ
ー
ド
を
返
納
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
の
で
、
通
知
カ
ー
ド
廃
止
後
も
引
き

続
き
保
管
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
廃
止
後
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
方
法

・ 

令
和
２
年
５
月
25
日
以
降
に
出
生
等
で

初
め
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
付
番
さ
れ
る

方
に
は
「
個
人
番
号
通
知
書
」
を
郵
送

し
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※ 

た
だ
し
、
こ
の
個
人
番
号
通
知
書
は
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

▽�

通
知
カ
ー
ド
廃
止
以
降
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
証
明
す
る
書
類

・ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
か
ら
交
付
ま
で
は

約
１
か
月
か
か
り
ま
す
。）

・ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票

の
写
し

・ 

通
知
カ
ー
ド
（
記
載
内
容
が
住
民
票
と

同
一
の
場
合
に
限
り
ま
す
。）

※ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
詳
細
に
つ
い

て
は
公
式
サ
イ
ト
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
総
合
サ
イ
ト
」（https://w

w
w

.
kojinbango-card.go.jp

）
を
ご
覧
く

だ
さ
い

問

市
民
課 

市
民
係 

（
細
島
）
内
１
７
７

家
庭
学
習
機
会
確
保
給
付
金

を
支
給
し
ま
す

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
の
た
め
令
和
２
年
３
月
か
ら
学
校
休
校

が
続
い
た
市
内
の
小
中
学
生
に
、
学
校
再

開
後
に
各
家
庭
に
お
い
て
行
う
補
助
的
学

習
に
係
る
経
費
の
支
援
の
た
め
、
家
庭
学

習
機
会
確
保
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。
５

月
末
に
各
対
象
世
帯
宛
て
に
申
請
書
を
送

付
し
ま
し
た
の
で
、
申
請
期
限
ま
で
に
申

請
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
給
付
対
象
者

　

 

基
準
日
（
令
和
２
年
４
月
27
日
）
に
お

い
て
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い

る
（
市
内
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
）

小
学
生
・
中
学
生
（
平
成
17
年
４
月
２

日
か
ら
平
成
26
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の

児
童
生
徒
）

▽
給
付
金
の
額

　

給
付
対
象
者
１
人
に
つ
き
２
万
円

▽
申
請
者

　

給
付
対
象
者
が
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主

▽
申
請
方
法

　

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
郵
送
の
み

▽
申
請
期
限

　

８
月
31
日
㈪
（
当
日
消
印
有
効
）

問

教
育
総
務
課　

総
務
学
務
係

 

（
遠
山
）
内
４
５
２

大
腸
が
ん
検
診
が

　
　
　

始
ま
り
ま
し
た
！

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
延
期
し
て
い
た
、
大
腸
が
ん
検
診

用
の
検
査
キ
ッ
ト
の
販
売
を
健
康
づ
く
り

支
援
課
窓
口
に
て
開
始
し
ま
し
た
。

▽�

検
査
料
金

　

５
０
０
円
（
検
査
容
器
代
込
み
）

問

健
康
づ
く
り
支
援
課

 

内
１
９
５
～
１
９
８

セ
ッ
ト
健
診
を
受
診
し
よ
う
！

　

セ
ッ
ト
健
診
は
、「
特
定
健
診
」
と
一

緒
に
「
が
ん
検
診
（
胃
が
ん
、
乳
が
ん
、

大
腸
が
ん
等
）」
が
１
日
で
ま
と
め
て
受

診
で
き
る
健
診
で
す
。
早
朝
か
ら
行
い
ま

す
の
で
、
日
中
忙
し
い
方
に
も
お
す
す
め

で
す
。

　

な
お
、
セ
ッ
ト
健
診
は
完
全
予
約
制
と

な
っ
て
い
ま
す
。

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
予
定
通
り
実
施
で
き
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▽�

対
象
者

　

 

令
和
３
年
４
月
１
日
時
点
で
40
歳
以
上

の
方

▽�

申
込
み
方
法

　

 

電
話
で
左
記
へ
（
定
員
に
な
り
次
第
終

了
）
詳
し
く
は
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

申
問

健
康
づ
く
り
支
援
課

  

内
１
９
５
～
１
９
８

実 施 日 定 員 会 場 受付時間

７/26㈰ 男性70名、女性30名（マンモ）

保健センター

午前７時30分～

午前８時30分～

午前９時30分～

７/27㈪ 女性のみ90名（マンモ・エコー）

７/28㈫ 女性のみ90名（マンモ・エコー）

11/29㈰ 男性70名、女性30名（エコー）
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・�

給
付
金
は
児
童
手
当
の
口
座
に
入
金
し

ま
す
。
口
座
を
解
約
し
て
い
る
場
合
に

は
、
12
月
28
日
㈪
ま
で
に
必
ず
児
童
手

当
の
振
込
指
定
口
座
（
受
給
者
名
義
に

限
る
）
の
変
更
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。
ま
た
、
住
所
を
変
更
し
た
場
合
等

も
手
続
き
が
必
要
で
す
。

※�

対
象
と
な
る
方
へ
市
か
ら
問
い
合
わ
せ

を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
Ａ
Ｔ
Ｍ

（
現
金
自
動
預
払
機
）
の
操
作
を
お
願

い
す
る
こ
と
や
、
手
数
料
な
ど
の
振
り

込
み
を
求
め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま

せ
ん
。
も
し
、
不
審
な
電
話
が
か
か
っ

て
き
た
場
合
に
は
す
ぐ
に
市
の
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
最
寄
り
の
警
察
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽�
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
に

つ
い
て
の
Ｈ
Ｐ
お
よ
び
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

http://w
w
w
.city.kitaibaraki.lg.jp/

docs/2020050200012/

問
子
育
て
支
援
課　

児
童
福
祉
係

�

内
１
３
２
～
１
３
４

　

６
月
中
に
支
給
さ
れ
る
子
育
て
世
帯
へ

の
臨
時
特
別
給
付
金
の
支
給
に
あ
た
っ
て

の
ご
案
内
を
、
対
象
と
な
る
方
へ
５
月
中

に
送
付
し
ま
し
た
。
給
付
金
は
原
則
申
請

が
不
要
で
す
が
、
左
記
の
方
は
申
請
が
必

要
で
す
。対
象
と
な
る
と
思
わ
れ
る
方
で
、

ご
案
内
が
届
い
て
い
な
い
等
、
不
明
点
が

あ
り
ま
し
た
ら
下
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▽
給
付
金
の
対
象
と
な
る
方

・�

令
和
２
年
４
月
分
（
一
部
に
３
月
分
を

含
む
）
の
児
童
手
当
受
給
者

・��

令
和
２
年
３
月
31
日
に
北
茨
城
市
に
住

民
票
が
あ
る
方
（
令
和
２
年
３
月
時
点

で
中
学
校
３
年
生
で
あ
っ
た
対
象
児
が

い
る
受
給
者
は
、
令
和
２
年
２
月
29
日

に
北
茨
城
市
に
住
民
票
が
あ
る
方
）

※�

対
象
児
は
、
平
成
16
年
４
月
２
日
か
ら

令
和
２
年
３
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

方
（
３
月
ま
で
中
学
生
で
あ
っ
た
方
を

含
み
ま
す
）。

※�

所
得
制
限
に
よ
り
特
例
給
付
（
月
額

５
千
円
）
を
受
け
て
い
る
方
は
対
象
外

と
な
り
ま
す
。

▽�

申
請
が
必
要
な
方
（
ご
案
内
が
届
い
て

い
な
い
方
）

・
公
務
員
の
方

　

�

市
に
住
民
票
の
あ
る
公
務
員
の
方
は
、

所
属
庁
よ
り
配
布
さ
れ
る
申
請
書
に
、

支
給
対
象
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
受
け

た
上
で
、
10
月
30
日
㈮
ま
で
に
必
ず
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

児
童
手
当
の
申
請
内
容
に
変
更
が
あ
る
方

子
育
て
世
帯
へ
の

臨
時
特
別
給
付
金
の
支
給
に

つ
い
て

　　　児童手当現況届を忘れずに　　　　
　児童手当を受給されている方は、毎年６月中に現況届を提出しなければなりません。現況届とは、引
き続き受給資格があることを確認するため、毎年６月１日現在の世帯状況等を記載し、提出していただ
くものです。この届出がない場合には６月分以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
なお、現状届の用紙は６月８日頃に郵送します。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、返信用封
筒を同封しますので、提出は郵送で行うようお願いします。

○現況届に添付する書類等

該当する条件 必要な書類等

すべての受給者が
必要となるもの

・受給者本人の健康保険証の写し�
��（当市の国民健康保険加入者は不要）

単身赴任等に別居
する児童を監護し
ている受給者

・�別居監護申立書�
���（該当者には同封）

未婚でひとり親の
受給者

制度のご案内をするため、子育て支援課までご
相談ください

※�上記以外に提出書類が必要になる場合や提出後に受給者の
変更手続きが必要になる場合があります。

○所得制限と支給額について
所得制限
限度額 年齢区分等 支給額

（月額）

未　　満

０歳～３歳未満 15,000円

３歳以上～小
学校修了前

第１子�
第２子 10,000円

第３子以降 15,000円

中学生 10,000円

以　　上 ０歳～中学生 5,000円

※�所得制限限度額（基準）…前年の所得で扶養親族等お
よび児童がない場合は 622 万円。扶養親族等および児
童の数に応じて加算。�問子育て支援課�児童福祉係（小林）内１３４

今年は
郵送で！
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緊
急
情
報

メ
ー
ル

配
信
登
録

６
月
か
ら
乳
幼
児
健
診
を
再
開
し
ま
す
！

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防
の

観
点
か
ら
、
中
止
・
延
期
し
て
い
た
乳
幼

児
健
診
を
６
月
か
ら
再
開
し
ま
す
。

　

延
期
対
象
の
１
歳
６
か
月
児
健
診
、
２

歳
児
歯
科
健
診
、
３
歳
児
健
診
に
つ
い
て

は
、
年
間
予
定
表
（
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
掲

載
）
の
対
象
月
齢
や
受
診
方
法
を
変
更
し

て
行
い
ま
す
。
対
象
の
方
に
は
個
別
に
通

知
を
し
ま
す
の
で
、
必
ず
ご
確
認
の
う
え

受
診
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

今
後
の
状
況
に
よ
っ
て
変
更
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
随
時
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
事
前
に

左
記
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問

健
康
づ
く
り
支
援
課�

内
１
９
６

■
育
児
相
談

　

（
５
カ
月
以
上
の
乳
幼
児
、
要
予
約
）

▽
と
き　

６
月
24
日
㈬

　

午
前
９
時
30
分
～
10
時

▽
と
こ
ろ　

保
健
セ
ン
タ
ー

申
問

健
康
づ
く
り
支
援
課�

�

内
１
９
６

■
移
動
児
童
相
談

▽
と
き

　

７
月
１
日
㈬

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時　

▽
と
こ
ろ　

大
津
子
ど
も
の
家

問

子
育
て
支
援
課�

内
１
３
２

■
茨
城
子
ど
も
救
急
電
話
相
談

　

プ
ッ
シ
ュ
回
線
・
携
帯
電
話

�

☎
＃
８
０
０
０

　

す
べ
て
の
電
話

�

☎
03

－

６
６
６
７

－

３
３
７
７

�

（
24
時
間
３
６
５
日
対
応
可)

子育て支援センターのご案内子育て家庭を応援します

　茨城県が緊急事態宣言の対象地域から除外されたことを踏まえ、
５月 25 日（月）から子育て支援センターおよび中郷・磯原子ども
の家の運営を再開しました。
　なお、利用にあたり次の点にご理解とご協力をお願いします。

■　運営や利用の制限
　〇　お部屋開放は通常のとおり行いますが、講座やイベントは当面休止します。
　〇　同時に入館（室）する利用者や職員の数は20人以下とします。
　〇　�妊産婦や高齢者（概ね70歳以上、基礎疾患有り等）の利用はご遠慮くだ

さい。
　〇　施設での飲食はご遠慮ください。

■　施設の利用にあたりお願いしたいこと
　〇　�発熱や咳などの風邪の症状が確認された場合は、症状が改善するまで利用

をご遠慮願います。
　〇　�入館（室）時や利用時間中には石鹸やアルコール消毒液などで手洗いを行っ

てください。
　〇　�利用時間中はマスクを着用し、ティッシュ、ハンカチ、袖を使って口や鼻

をおおう咳エチケットにご協力をお願いします。
　※�運営や利用の制限解除や緩和については、今後の状況をみながらご案内しま

す。

　問 中郷子どもの家　☎ 42－2183　エンゼル　☎ 42－0737（磯原保育園内）　
　　磯原子どもの家　☎ 44－6330　ＡＩＡＩ　☎ 46－5811（大津保育園内）　
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こ
の
掲
載
で
は
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
健
康
観
や
、
そ
れ

に
向
け
た
取
り
組
み
な
ど
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、

広
報
き
た
い
ば
ら
き
12
月
号

の
本
コ
ー
ナ
ー
に
掲
載
さ
れ

た
Ｋ
さ
ん
の
健
康
観
に
関
す

る
記
事
を
読
み
、元
気
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
そ
の
感
想
を
お
寄

せ
頂
い
た
、
大
津
町　
加
藤

さ
ん
に
自
身
の
健
康
に
つ
い

て
語
っ
て
頂
き
ま
し
た
。

「�

人
生
の
中
で
今
が
一
番
楽
し
い
」

―
Ｋ
さ
ん
の
健
康
観
に
関
す
る
記
事
に
心
を

打
た
れ
た
と
お
聞
き
し
ま
し
た
が
、
特
に
ど

の
点
に
つ
い
て
で
し
ょ
う
か

　

Ｋ
さ
ん
の
「
今
日
は
今
日
」「
明
日
は
明

日
」
と
い
う
よ
う
に
一
日
一
日
を
丁
寧
に
生

き
る
姿
勢
に
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。
そ
れ

で
ど
う
し
て
も
こ
の
感
動
を
ご
本
人
に
伝
え

た
い
と
娘
に
相
談
し
た
所
、
一
度
元
気
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
に
連
絡
し
て
み
て
は
ど
う
か
と

背
中
を
押
し
て
も
ら
っ
た
の
で
す
。
私
自
身

は
、
特
に
大
き
な
病
気
を
経
験
し
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
43
歳
の
時
に
主
人
が
亡

く
な
る
と
い
う
大
き
な
出
来
事
が
あ
り
ま
し

た
。
子
育
て
も
ひ
と
段
落
し
、
夫
婦
と
し
て

新
た
な
人
生
計
画
を
立
て
て
い
る
最
中
で
の

出
来
事
で
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
大
変
落
ち

込
み
ま
し
た
。
そ
の
時
に
感
じ
た
こ
と
は
、

人
生
の
計
画
や
先
の
見
通
し
は
そ
の
通
り
に

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
生

き
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
し
、
だ
か

ら
こ
そ
一
日
を
丁
寧
に
楽
し
く
過
ご
す
こ
と

が
大
切
な
の
か
な
、
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て

い
ま
す
。

―
健
康
づ
く
り
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
か

　

お
か
ず
を
作
る
時
は
、
塩
分
や
砂
糖
の
量

に
は
気
を
付
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
で

も
、
一
番
は
趣
味
活
動
が
結
果
的
に
健
康
に

つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。数
年
前
に
、

主
人
や
自
分
の
親
を
自
宅
で
介
護
し
、
自
宅

で
看
取
っ
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
れ
以
降
65
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
、
今
ま
で
出

来
な
か
っ
た
地
域
活
動
（
婦
人
会
や
シ
ル

バ
ー
リ
ハ
ビ
リ
体
操
な
ど
）に
参
加
し
た
り
、

演
歌
歌
手
の
福
田
こ
う
へ
い
の‶

お
っ
か

け

‶を
や
っ
た
り
、
和
布
を
始
め
た
り
、
色

ん
な
趣
味
を
始
め
ま
し
た
。
趣
味
を
作
る
こ

と
っ
て
難
し
い
と

思
わ
れ
が
ち
だ
け

れ
ど
、
最
初
か
ら

で
き
な
い
と
思
い

込
ま
ず
に
「
ま
ず

は
や
っ
て
み
る
」

と
い
う
気
持
ち
で

い
る
こ
と
が
趣
味

づ
く
り
の
コ
ツ
だ

と
思
い
ま
す
。

―
加
藤
さ
ん
に
と
っ
て
の
健
康
と
は
な
ん
で

し
ょ
う
か

　

膝
が
痛
か
っ
た
り
足
首
が
痛
か
っ
た
り
も

し
ま
す
が
、
趣
味
を
や
っ
て
朗
ら
か
で
い
つ

も
笑
っ
て
い
ら
れ
る
こ
と
、
こ
れ
が
私
の
健

康
の
指
標
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ

と
体
調
が
悪
く
て
も
趣
味
は
や
っ
て
し
ま
う

の
よ
（
笑
）。
人
生
が
ど
ん
ど
ん
楽
し
く
な

る
の
。
人
生
の
中
で
今
が
一
番
楽
し
い
。

【
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
】

　

�

北
茨
城
ハ
ッ
ピ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー

　

�

筑
波
大
学
医
学
医
療
系
地
域
総
合
診
療
医
学

　

講
座　

川
田　

尚
吾

　

元
気
ス
テ
ー
シ
ョ
ン　

永
沼　

香
織

問
元
気
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

�

（
菊
池
）
☎
44

－

７
１
１
１

わたしの
健康づくり
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防災行政無線の内容を電話で確認できます　☎43-3110

iPhone版 Android版

今すぐアプリをダウンロード！

答え：（２） ２階
解説：豪雨で浸水が進んでいる場合、外へ出て避難所に向かうことがかえって危険になってしまうことがあります。
　　建物の１階にいて急いで避難しなければならない時は、上の階へ移動する「垂直避難」を考えましょう。
　　状況や体力に応じて避難の方法を正しく判断することが重要です。

https://bosai.yahoo.co.jp/pr/201903/

室内に水が浸入してきている。家の１階
にいる場合、どこへ避難するべきか選
びなさい。

＼＼ ＼＼防災クイズ

（１）最寄りの避難所
（２）２階
（３）車の中

　防災クイズは、Yahoo! JAPANの『全国統一防
災模試』から出題しました。
　その他、過去の問題についてはこちらから↓

　浸水被害は、豪雨により河川が氾濫する以外にも、側
溝、下水道や排水溝だけでは降った雨を流しきれなくな
り浸水する『内水』により起こることもあります。浸水
が発生した場合、自宅の玄関等のドアにかかる水圧は、
水深30㎝で約36㎏、水深40㎝で約64㎏にもなるといわれ
ています。
　また、冠水している道を避難するのは大変危険です。
歩き慣れた道であっても、マンホールの蓋が外れている
かもしれません。避難をするときは、自宅の周辺が浸水
する前に、早めに避難するようにしましょう。　また、北茨城市の防災情報を「Yahoo!防災速報」

アプリで受けとることができるようになりました。
　スマートフォンをお持ちの方は、ぜひご利用くだ
さい。

毎月出題される問題をクリアして、防災知識の向上を目指しましょう!!

【
創
業
は
い
つ
頃
で
す
か
】

　

１
９
２
２
年
に
東
京
都
文
京
区
で
創
業

し
今
年
で
創
業
98
年
を
迎
え
ま
し
た
。
も

と
も
と
は
福
島
県
の
富
岡
町
に
工
場
が

あ
っ
た
の
で
す
が
、
２
０
１
１
年
の
東
日

本
大
震
災
に
伴
う
原
発
事
故
で
、
工
場
を

操
業
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し

た
。
悩
み
な
が
ら
も
社
員
一
同
協
力
し
て

２
０
１
４
年
に
心
機
一
転
、
北
茨
城
市
に

こ
の
茨
城
工
場
を
建
設
い
た
し
ま
し
た
。

【
ど
の
よ
う
な
製
品
を
作
っ
て
い
ま
す
か
】

　

創
業
よ
り
封
筒
の
製
造
を
行
い
、
本
社

を
新
宿
区
に
移
し
た
現
在
で
は
オ
フ
ィ
ス

で
お
使
い
に
な
る
封
筒
や
名
刺
・
伝
票
・

手
提
げ
袋
な
ど
の
紙
製
品
や
、
バ
イ
ン

ダ
ー
・
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
・
段
ボ
ー
ル
製

品
な
ど
、
お
客
様
の
社
名
や
ロ
ゴ
を
印
刷

し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
製
品
を
オ
ー
ダ
ー

メ
イ
ド
で
製
造
・
販
売
し
て
い
ま
す
。

【
会
社
の
特
色
は
何
で
す
か
】

　

当
茨
城
工
場
で
は
、
輪
転
製
袋
印
刷
機

と
い
う
機
械
を
使
っ
て
封
筒
の
製
造
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
機
械
は
ロ
ー
ル

状
の
紙
か
ら
社
名
な
ど
の
印
刷
と
そ
れ

を
袋
状
に
す
る
製
袋
を
同
時
に
行
う
こ

と
が
で
き
、
１
時
間
で
お
よ
そ
１
万
枚

の
封
筒
を
製
造
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
地
域
と
の
関
わ
り
は
あ
り
ま
す
か
】

　

も
と
も
と
福
島
工
場
で
働
い
て
い
た

従
業
員
の
多
く
も
北
茨
城
市
に
転
居
し
て

勤
務
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
２
０
１
８
年

に
は
初
め
て
地
元
の
新
卒
高
校
生
を
採
用

し
、
今
後
さ
ら
に
地
元
で
働
け
る
人
材
を

求
め
て
い
ま
す
。

北
茨
城
市
の
企
業
紹
介
５

南
中
郷
工
業
団
地
編

株
式
会
社
新
田 

茨
城
工
場
（
中
郷
町
日
棚
）

緊
急
情
報

メ
ー
ル

配
信
登
録
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資
料
館
収
蔵
資
料
が
語
る
も
の

資
料
館
収
蔵
資
料
が
語
る
も
の

 

今
年
は
、
戦
後
75
年
を
む
か
え
ま

す
。
そ
こ
で
、
資
料
館
に
収
蔵
し
て

あ
る
町
村
役
場
文
書
か
ら
戦
時
中
の

資
料
を
何
点
か
紹
介
し
て
い
き
ま

す
。

 

今
回
の
資
料
は
、
南
中
郷
村
の
資

料
で
す
。

　

昭
和
20
年
５
月
26
日
付
け
の
証
書

で
す
。
昭
和
20
年
４
月
に
は
、
日
本

本
土
へ
の
空
襲
が
始
ま
り
、
４
月
12

日
に
は
大
津
町
が
空
襲
を
受
け
て
い

ま
す
。
７
月
に
は
南
中
郷
村
で
も
機

銃
掃
射
を
受
け
て
死
者
を
出
し
て
い

る
そ
ん
な
時
期
で
す
。

【
当
会
社
は
戦
争
死
亡
傷
害
保
険
法

並
び
に
同
法
施
行
規
則
に
基
き
…
】

　

「
戦
争
死
亡
傷
害
保
険
法
」
と
は

昭
和
18
年
３
月
４
日
に
公
布
さ
れ
た

法
律
で
同
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ

ま
し
た
。

　

証
書
を
見
る
と
保
険
契
約
者
は
す
べ

て
松
崎
元
廣
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

人
は
、
当
時
の
南
中
郷
村
村
長
で
す
。

証
書
の
中
に
は
「
被
保
険
者　

松
崎
元

廣
」
と
い
う
証
書
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
こ
の
保
険
は
南
中
郷
村
が
役
場
職

員
が
戦
争
で
死
亡
し
た
時
の
た
め
に
か

け
た
も
の
な
の
で
す
。

　

こ
の
当
時
、
保
険
加
入
は
国
策
の
一

つ
と
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
一
種
の
強

制
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
大

変
な
保
険
が
あ
っ
た
も
の
で
す
。

　

保
険
金
額
は
、
男
性
は
５
千
円
で
保

険
料
は
15
円
。
女
性
は
保
険
金
額
３
千

円
で
保
険
料
が
９
円
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
が
ど
の
く
ら
い
の
金
額
か
と

い
う
と
、
物
資
が
配
給
制
に
な
り
、
公

定
価
格
53
銭
の
お
米
が
ヤ
ミ
で
は
70
円

と
い
う
よ
う
な
時
代
で
す
か
ら
は
っ
き

り
と
は
し
ま
せ
ん
。
た
だ
、
大
津
町
の

罹
災
者
に
支
払
わ
れ
た
特
別
配
給
の
な

か
に
一
人
当
た
り
副
食
費
２
円
38
銭
と

い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
金
は
比
較
的
き
ち
ん
と
払
わ
れ

た
よ
う
で
す
が
、
こ
の
証
書
に
残
る

方
々
は
受
け
取
っ
て
い
な
い
こ
と
を
祈

る
ば
か
り
で
す
。

放射能測定結果
非破壊放射能検査

農産物等の放射性物質濃度測定

市内の放射線量の測定

市内で生産され市場に流通する水産物、農産物の非破壊放射能検査を行っています。
（個人消費の水産物、農産物は検査対象になりません）
◆４月23日～５月22日までの検査結果

項目 検査
件数

検査結果
基準値超過 測定品目

水産物 47 0 アイナメ、イシモチ、カナガシラ、黒ソイ、ナメタガレイ、ヒラメ、ホウボウ、マダイ、ワタリガニ

◆４月16日～５月17日の測定結果（放射能対策プラザにて測定）
項　目 測定

件数
検出件数

測定品目
基準値以内 基準値超過

肉、卵類 １ １ ０ 猪肉

野菜、果物類 ３ １ ０ しどき、こごみ、竹の子

※�一般食品（水産物）の放射性物
質の基準値は100Bq/Kgです。
※�検査結果の詳細は市のホーム
ページで公表しています。

問農林水産課�水産振興係（村山）
� 内３８２

※�測定を実施した品目について、基準値以内で検出
された品目は「猪肉」、「竹の子」です。

※�基準値超過は、飲料水は10ベクレル／ kg、それ
以外は100ベクレル／ kgを超えた件数です。

問生活環境課�環境政策係（佐藤） 内３７３
　放射能対策プラザ　☎ 42－0403

①屋外体育施設（地上50cm）

測定場所 測定値
４月３日、10日

市民サッカー・
ラ グ ビ ー 場 0.06
市 民 球 場

（磯原地区公園野球場） 0.05
磯 原 地 区 公 園
テ ニ ス コ ー ト 0.05
石 岡 ス ポ ー ツ
広 場 0.08
雨 情 の 里
ス ポ ー ツ 広 場 0.07
雨 情 の 里
テ ニ ス コ ー ト 0.06
関南ゲートボール・
クロッケーコート 0.07
北 部 ス ポ ー ツ
広 場 0.07
大 津 ス ポ ー ツ
広 場 0.08

②保育所・保育園など
 （地上50cm）

測定場所 測定値
４月３日、10日

関 本 保 育 所 0.07

み な み 保 育 園 0.07

磯 原 保 育 園 0.08

大 津 保 育 園 0.07

中 郷 保 育 園 0.07

中郷子どもの家 0.07

大津子どもの家 0.08

③福祉センター（地上１m）

測定場所 測定値
４月３日、10日

心 身 障 害 者
第1福祉センター 0.06

心 身 障 害 者
第2福祉センター 0.08

◆常設型モニタリングポスト
　（設置場所：市役所玄関わき）
　４月25日～５月25日の測定値
　・最大値　0.087�（５月６日）
　・最小値　0.065�（５月23日）
◆水道水の測定結果
　�浄水、原水とも放射性物質は検出
されていません。
◆放射線量測定器の貸し出しと
　食品の放射能検査について
　�放射能プラザ（中郷多目的集会所
内）で受け付けています。

※測定値の単位は、すべて
　マイクロシーベルト／毎時です。

問  
①は生涯学習課 内 420
②は子育て支援課 内 132
③は社会福祉課 内 138

※環境省の定める除染を実
　施する要件は、平均 0.23
　マイクロシーベルト／毎時
　以上です。

【戦争死亡傷害保険証書】
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診療科 月 火 水 木 金

外来

午前

大澤 大澤 吉本（第 1・2・4）
中山（第1・3・5）
梶川（第1・3・5）

大澤

横谷 横谷 中山 大澤（第2・4） 梶川

－ － 梶川（第1・3・5） 飲酒量低減外来(吉本) －

午後

大澤 横谷 吉本（第 1・2・4） 中山 ※横谷／吉本／梶川

梶川 梶川 横谷（第1・3・5） 梶川 大澤

－ － 梶川（第1・3・5）
斉藤（第1・3・5）
吉本（第2・4）　

－

訪問
午前 ○ ○

△
（週によって異なります）

○ ○

午後 ○ ○ ○ ○ －

◎１カ月の診療体制表は受付に準備していますので、お気軽にお声掛けください。　 　問 家庭医療センター　☎ 43－1131
 ※交代制

※詳しい受験資格、勤務条件、提出書類等については、市民病院ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

●外来・訪問診療のご案内　※学会等で休診、変更となる場合があります。 令和２年６月1日現在

北茨城市民病院附属　家庭医療センターの診療体制

市民病院職員募集

【受付時間】� 午前／8時30分から11時30分まで　午後／1時30分から4時まで
【診�療�科】内科、小児科、※心療内科(※予約制)　　【休診日】土曜、日曜、祝日、年末年始

市民病院では、下記期日に採用する職員を募集しています。

応募職種 臨床検査技師 看護師

採用人数 １人 10人程度

試験日 令和２年７月18日㈯
第１次試験：７月18日㈯
第２次試験：８月15日㈯

選考方法
筆記試験

（専門試験、作文試験、適性検査）
および面接試験

第１次試験：筆記試験
（看護師適性検査、作文試験、適性検査）

第２次試験：面接試験

採用予定日 令和２年９月１日
令和３年４月１日

※有資格者の場合は、上記以前での採用も可

応募締切
令和２年６月30日㈫

※郵送の場合は、当日消印有効。封筒に「願書在中」と朱書きのこと。
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 　問市民病院�　医事課　（加藤、井上）☎ 46－1121 内 2 2 5 5

北茨城市民病院診療体制
【再来受付時間】	午前：８時から11時まで　初診は8時30分から11時まで
	 （午後：受付時間は各診療科の下に記載）
【休診日】	第２・第４土曜日、日曜、祝日	

診療科 月 火 水 木 金 土 ( 第 1,3,5) 入院

内 科
午後は予約のみ

午前
初診 石橋・山本 石橋・大澤 ( さ )

山本 (1・3・5)
植田 (1・4)
植草 (2・3)
石橋 (2・4)
宮本 (2・5)

植草・大澤 ( さ ) 植草・宮本 当番制

○
予約 植草・藤枝

大澤 ( さ ) 藤枝・山本 藤枝・横谷 
植草（1･4） 石橋 藤枝・大澤 ( さ ) 石橋

午後 予約 植草・藤枝　 宮本 植草（第 5 除く） 
藤枝 植草・石橋 藤枝・宮本 *

循環器内科
予約のみ

午前 山尾　　　 山尾 * 山尾 非常勤（第 3） 山尾・油井
○午後 山尾　　　 * 油井 

14:00 ～16:00 山尾 非常勤（第 1） *
禁煙外来 * * * * * 油井 *

動脈硬化外来　
14：00 ～16：00 * * 油井 * * * *

呼吸器科
予約のみ

午前 * * * * 非常勤（第 2） * *
ＳＡＳ（睡眠時無呼吸）外来 * * * * 石橋 *

外 科
診察開始時間は 

医師名下段に記載
午後は予約のみ

午前 担当医
10:00 ～

非常勤 
９:30 ～

【手術日】

田口
山﨑（２・４） 

10:00 ～ 
小池（敏） 

９:00 ～【手術日】

山﨑
10:00 ～

田渕 
９:00 ～ 
小出

10:30 ～

田口
窪木

10:00 ～

小出
（２・４・５）
10:30 ～

担当医
10:00 ～

○

午後 小出 手術日 *
小出

宇佐美
（1・3・5）

田口
窪木 *

乳腺外来
13：30 ～15：00 * 非常勤（第４） 長塚（1・3） * * * *

産婦人科
13：00 ～ 16：00

午前 小池（数） 小池（数） 小池（数） 小池（数） 井上 小池（数） ○
婦人科のみ午後 * 小池（数） * * * *

眼 科
13：00 ～ 16：00

午前 今留 * 今留 今留 今留 今留
○午後 今留 * 今留 今留

（1・3・5）
手術

（２・４） 今留 *

小児科
午後は予約のみ

午前 小宅 長友 平木 小宅 平木 *

*健診・注射 予防注射 
小宅 （午後） *

乳児健診 
平木 （午後）

予約外来        
小宅 （午後）

予約外来 
平木 （午後） *

専門外来 * *
神経外来 

浜野 *
心臓外来 

堀米（第４午後） *

泌 尿 器 科
13：00 ～ 15：00

午前 * * 黒田 * * * *午後 * * 黒田 * * *
脳神経外科

13：00 ～ 14：30
第 4 木曜日のみ

13：00 ～ 14：00

午前 * 杉山（１・3） 遠藤（１・3） 楠（２・4） 金子 *
*午後 * * * 楠（２・4） 金子 *

しびれ外来
9：00 ～11：00 * * 遠藤（１・3） * * *

整形外科
診察開始時間は 

医師名下段に記載
13：00 ～ 15：00

午前 山口 
９:30 ～

塩飽 
９:30 ～

稲垣 
９:30 ～

木原 
９:30 ～

井ノ上 
９:30 ～ *

*
午後 山口 塩飽 稲垣 木原 井ノ上 *

耳鼻いんこう科
13：00 ～ 14：30

午前 * 松本 * 宮本 小海（２・３） 非常勤
*午後 * 松本 * 宮本 小海（２・３） *

皮膚科
13：00 ～ 16：00

午前 倉持 橋本 橋本 倉持 橋本 橋本
要相談午後 倉持 橋本 橋本 褥瘡外来

（2・4） 手術・検査 橋本 *

歯科口腔外科 
13：00 ～ 16：00

診察開始は 
13：30 ～

午前 長井・長谷川
大森 長井 長井・長谷川 長井

長谷川
福澤

(2・4・5)

手術
(1・3)

内田・長谷川 長井・長谷川
○

午後 長井・長谷川
大森

長井
（萩原） 長井・長谷川 内田・長谷川 *

麻酔科
13：00 ～ 16：00

痛み外来
( ペインクリニック )
13:00 ～16:00

* * * * 洪 (1・3) * *

小 児 科
( 救急）

県北地区小児救急は、日立総合病院 ( ☎ 0294-23-1111) に集約されています。 
救急受診の際は日立総合病院に電話連絡が必要です。

整 形 外 科　　月～金曜日は東京慈恵会医科大学附属病院の医師による診療です。
循環器内科 第１・３金曜日は茨城県立中央病院の医師による診察です。
呼 吸 器 科 第２金曜日は茨城県立中央病院の医師による診察です。
外 科 火・水曜日は手術日の為、診察までお待たせする場合があります。

歯科口腔外科 紹介状をお持ちの方優先です。混雑状況によっては受診できない場合がありますので、
事前にご確認ください。第１・３木曜日は手術日です。

当院へ受診変更希望、他院からのご紹介の場合は診療情報提供書を持参してください。

令和２年 6 月１日現在

●外来担当医のご案内　※　　 (網かけ)は再診予約です。

感染症外来開設
のお知らせ

●各科からのお知らせ
　北茨城市民病院では、新型コ
ロナウイルス感染症対策とし
て、令和２年４月20日（月）か
ら感染症外来を開設しました。
　受診方法、受付時間、診療時
間等の詳細につ
いては北茨城市
民 病 院 ホ ー ム
ページをご確認
ください。

　『完全面会禁止』のお願い 新型コロナウイルス感染症対策として、『完全面会禁止』とさせていただいています。
入院患者様の命を感染症から守る厳戒態勢の措置ですので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
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おしらせ掲示板 北茨城市役所　☎43－1111
INFORMATIONINFORMATIONおしらせ掲示板 北茨城市役所　☎43－1111
INFORMATIONINFORMATION

お
知
ら
せ

I N
F O R

M A T I O N
北茨城市役所　☎ 43－ 1111

令
和
２
年
度

消
防
設
備
士
試
験

案内▽
と
き

　

８
月
30
日
㈰

▽
と
こ
ろ

　

水
戸
啓
明
高
等
学
校
（
水
戸
市
）

　

鹿
島
高
等
学
校
（
鹿
嶋
市
）

▽
願
書
受
付
期
間

・
書
面
申
請

　

６
月
25
日
㈭
～
７
月
６
日
㈪

・
電
子
申
請

　

６
月
22
日
㈪
～
７
月
３
日
㈮

▽�

申
込
方
法　

消
防
本
部
備
え
付

け
の
願
書
を
左
記
へ
提
出
ま
た

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
電
子
申
請

申

〒
３
１
０

－

０
８
５
２

　

水
戸
市
笠
原
町
９
７
８

－
25

　

茨
城
県
開
発
公
社
ビ
ル
４
階

　

�（
一
財
）
消
防
試
験
研
究
セ
ン

タ
ー　

茨
城
県
支
部

�

☎
０
２
９

－
３
０
１

－

１
１
５
０

問�

消
防
本
部�

予
防
課�

予
防
係

�

（
菊
池
）
☎
42

－

０
１
１
９

 

内
２
３
１

税
務
職
員
採
用
試
験

案内
　

税
務
署
や
国
税
局
で
「
税
の
ス

ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
」
と
し
て
勤
務
す

る
税
務
職
員
（
国
家
公
務
員
）
を

募
集
し
ま
す
。原
則
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
よ
る
申
し
込
み
で
す
。

▽
受
験
資
格

①�

令
和
２
年
４
月
１
日
に
お
い
て

高
等
学
校
ま
た
は
中
等
教
育
学

校
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
３
年
を
経
過
し
て
い

な
い
者
お
よ
び
令
和
３
年
３
月

ま
で
に
高
等
学
校
ま
た
は
中
等

教
育
学
校
卒
業
見
込
み
の
者

②�

人
事
院
が
右
記
①
に
掲
げ
る
者

に
準
ず
る
と
認
め
る
者

▽
受
付
期
間

　

６
月
22
日
㈪
～
７
月
１
日
㈬

▽
試
験
の
程
度　

高
校
卒
業
程
度

▽
第
一
次
試
験
日　

９
月
６
日
㈰

※�

受
験
資
格
、
試
験
地
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
申
込
以
外
の
申
込
方
法

な
ど
詳
細
は
左
記
へ

　

申
込
専
用
Ｕ
Ｒ
Ｌ

　

�http://w
w
w
.jinji-shiken.

go.jp/juken.htm
l

問�

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
に
関
し

て
）
人
事
院
人
材
局
試
験
課

�

☎
０
３

－

３
５
８
１

－５
３
１
１

　
（
そ
の
他
）
関
東
信
越
国
税
局

　

人
事
第
二
課�

試
験
係

�

☎
０
４
８

－

６
０
０

－

３
１
１
１

女
性
の
権
利
１
１
０
番

案内
　

女
性
に
対
す
る
暴
力
や
離
婚
に

関
す
る
諸
問
題
、
職
場
に
お
け
る

差
別
な
ど
、
女
性
の
権
利
一
般
に

関
す
る
無
料
電
話
相
談
を
実
施
し

ま
す
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
詳
し
い

弁
護
士
が
、
対
処
の
方
法
や
正
し

い
法
律
知
識
を
提
供
し
、
適
切
な

ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。

▽
と
き　

６
月
23
日
㈫

　

午
後
１
時
～
４
時

▽
相
談
電
話
番
号

�

☎
０
２
９
－

２
３
２

－

１
６
０
１

問�

茨
城
県
弁
護
士
会

�

☎
０
２
９

－

２
２
１

－

３
５
０
１

預
け
て
安
心
！
法
務
局
に
お
け

る
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度

案内
　

７
月
10
日
㈮
か
ら
法
務
局
（
本

局
・
支
局
）
に
お
け
る
「
自
筆
証

書
遺
言
書
保
管
制
度
」
が
始
ま
り

ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
遺
言
者
本

人
が
法
務
局
に
遺
言
書
の
保
管
を

申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、
遺
言
書

の
紛
失
、
改
ざ
ん
お
よ
び
隠
匿
等

を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
い
手
続
き
は
水
戸
地
方
法

務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

houm
ukyoku.m

oj.go.jp/
m
ito/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問�

水
戸
地
方
法
務
局　

日
立
支
局

総
務
係

�

☎
０
２
９
４

－

21

－

２
２
５
３

看
護
職
に
よ
る
看
護
職
の

た
め
の
電
話
相
談
窓
口
を

設
置
し
ま
す

案内
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
最
前
線
で
向
き
合
う
看
護
職
の

こ
こ
ろ
の
健
康
を
維
持
す
る
こ
と

を
目
的
に
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
関
連
す
る
看
護
職
の

電
話
相
談
窓
口
」
を
開
設
し
ま
し

た
。
看
護
職
に
し
か
わ
か
ら
な
い

悩
み
を
経
験
豊
か
な
看
護
職
が
お

聴
き
し
ま
す
。

▽
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

　

０
２
９

－

２
３
１

－

６
３
５
６

▽
開
設
時
間

　

�

午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

（
土
日
祝
日
、
年
末
年
始
除
く
）

問 

公
益
社
団
法
人
茨
城
県
看
護
協

会
・
茨
城
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
２
９

－

２
２
１

－７
０
２
１



17 16
広報 きたいばらき ６月号 広報 きたいばらき ６月号

おしらせ掲示板 北茨城市役所　☎43－1111
INFORMATIONINFORMATION

市立図書館

新 刊 図 書
６
月

－ June －

　最新情報はホームページをご確認いただくか、図書
館までお問い合わせください。
　おはなし会等のイベントについては、中止します。

茨城子ども救急電話相談

プッシュ回線・携帯電話 ☎＃8000
すべての電話 ☎03-6667-3377

茨城おとな救急電話相談

プッシュ回線・携帯電話 ☎♯7119
すべての電話 ☎03-6667-3377

24時間
365日
対応可

診療時間  午前９時～午後５時

６/ ７ 市民病院
 ☎ 46-1121（関南町）

６/28 なかの循環器科内科クリニック
 ☎ 30-1002（中郷町）

７/19 市民病院
 ☎ 46-1121（関南町）

６/14 友愛クリニック
 ☎ 43-1398（磯原町）

７/ ５ 市民病院
 ☎ 46-1121（関南町）

７/23 かもめ・大津港クリニック
 ☎ 46-0133（大津町）

６/21 市民病院
 ☎ 46-1121（関南町）

７/12 廣橋クリニック
 ☎ 46-5111（大津町）

※ 新型コロナウイルス感染症予防のため、
受診する前に必ずお電話してください。

休日の

当番医

市県民税　６月 30 日㈫
今月の
納税

★無料相談★ 法	律	相	談 行	政	書	士	相	談 	行	政	相	談

と 　 　 き ７月10日㈮　午後１時～４時30分 ７月８日㈬　午後１時～５時 ６月17日㈬　午後１時～３時
と� こ� ろ い ず れ も 市 役 所 4 階 会 議 室
電話予約開始日 ７月３日㈮ ７月１日㈬

事前予約不要
当日、直接会場へお越しください。申 込 方 法 指定の電話予約開始日午前8時30分～ 9時10分までは予約専用電話４３－２３２４へ

以降は下記へお申し込みください。※相談時間の指定はできませんのでご了承ください。
備 　 　 考 弁護士による相談（相談時間20分） 行政書士による相談（相談時間40分） 行政相談員による相談
内 　 　 容 土地の問題や金銭貸借、離婚、相続など 相続や遺言、各種行政手続きなど 行政全般についての苦情や意見・要望

各
種
相
談
な
ど

■元気ステーション総合相談窓口
　平日　午前９時～午後７時
　問元気ステーション　☎44-7111
■いばらき就職支援センター出張相談
　６月16日㈫　午前10時～午後３時
　市役所４階401会議室
　問商工観光課　内３６２
■精神保健相談(要予約)
　６月10日
　問健康づくり支援課　内１９６

■心配ごと相談
　[地域福祉交流センター ]�
　６月18日㈭、７月２日㈭
　[大津町公民館］６月11日㈭、25日㈭、７月９日㈭
　どちらも午後１時～４時
　問社会福祉協議会　☎42- 0782

申 問まちづくり協働課　広報広聴係（鈴木）内１９３

※�新型コロナウイルス感染症の状況により、中止
となる場合があります。

６月 - ７月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 7/1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

 は休館日です。

●おおきな森 古川　日出男

●告解 薬丸　　岳

●逆ソクラテス 伊坂　幸太郎

●銀花の蔵 遠田　潤子

●道行きや 伊藤　比呂美

●ぼくと母さんのキャラバン 柏葉　幸子

●おばあちゃんもこどもです いもとようこ

●ダンゴムシがやってきた ゆーちみえこ

●ソラタとヒナタ かんのゆうこ

●永遠の夏をあとに 雪乃　紗衣

市立図書館　☎ 42-1451
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総人口… 41,805人( － 65) 出 生… 18人 (     ＋4)
　　男…  20,751人( － 37) 死 亡… 50人 (     ＋1)
　　女…  21,054人( － 28) 転 入… 124人 (   －62)
世帯数…  16,997世帯(＋28) 転 出… 157人 (   －84)

43ｰ3110☎防災行政無線確認電話番号

市政に関する提言は…市長へのFAX 30ｰ1350
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配信登録
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！ううちちののア

待ちに待ったかわいいかわいい曽孫♡
いつも元気でお転婆なゆづきちゃん
これからも皆にパワーわけてね！

大塚さん家

中郷町 

結月ちゃん
ゆ づ き

0歳9か月

曽祖父：小松 勝さん ／ 曽祖母：壽江さん

募集中です！募集中です！

申 問 内

FAX Email

「広報きたいばらき」の紙面を彩る、市内在住で３歳未満

のお子さんを募集しています！（写真は兄弟姉妹も可）

●申込方法　お子さんの氏名、性別、生年月日、保護者

　の名前と続柄、住所、電話番号、紹介文（50～70字）を

　申込書またはメールに記入し、写真（データ可、横写真

　推奨）を添えて下記へ

　　 まちづくり協働課 広報広聴係（山縣）　１９３

     30‐1350　       info@city.kitaibaraki.lg.jp

「広報きたいばらき」の紙面を彩る、市内在住で３歳未満

のお子さんを募集しています！（写真は兄弟姉妹も可）

●申込方法　お子さんの氏名、性別、生年月日、保護者

　の名前と続柄、住所、電話番号、紹介文（50～70字）を

　申込書またはメールに記入し、写真（データ可、横写真

　推奨）を添えて下記へ

　　 まちづくり協働課 広報広聴係（山縣）　１９３

     30‐1350　       info@city.kitaibaraki.lg.jp

災害時の避難における
新型コロナウイルス対策について

　初夏から秋にかけては、台風や前線の影響で、大雨による洪水や土砂災害などの自然災害が発生
しやすい季節です。市では、災害時に避難所を開設し、避難の呼びかけを行いますが、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大が懸念されている現在、避難における新型コロナウイルス対策についても
考える必要があります。

避難される方へのお願い

□親戚や友人の家等への避難を検討しましょう。
避難とは、必ずしも避難所へ行かなければいけないということではありませ
ん。災害から命を守るために安全な場所に行くことも避難となります。避難所
では、他の避難者と密な状態になることが考えられます。可能な場合は、安全な
親戚や友人の家等への避難を検討してください。

□手洗い、咳エチケット等の対策をしましょう。
避難所でも手洗いや咳エチケットを徹底するようにし、特にマスクについては
持参し、必ず着用するようにしてください。

□必要な物資は持参しましょう。
市の備蓄には限りがございます。避難に必要な物資については日頃から備蓄す
るようにし、持参いただきますようお願いします。
　【持参していただきたい物】
　　水、食料、日用品、常備薬、マスク、体温計など


